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1 令和3年度長崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算総括表(事業勘定)
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2基金繰入金

0
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9~Π 国民健康保験税

款

9~11

予算説明書

4

県支出金

9~11

国民健康保験税

項

1 補正理由

新型コロナウィルス感染症及びそのまん延防止.のための措置の・影響により、収入が
減少等した国民健康保険被保険者に対して減免措置を講じたいが、そのことにより減
収となる一般被保険者国民健康保険税を減額補正するもので・ある。

なお、令和元年度分及び令和 2年度分に引き続き、,令和 3.年度分にっいても国が財

政支援を行う予定であるが、財政支援割合が縮小されることから、,国からの財政支援
が行われる見込みである 2 割相当分にっいて、4 款県支出金保険給付費等交付金

を増額し、残りの 8 割相当分にっいて、6 款'繰入金一般会計繰入金を増額するも

のである。

6

繰入金

県補助金

他会計繰入金

一般被保険者

国民健康保険税

目

保険給付費等

交付金

2

補正額

内訳

一般会計繰入金

千円

'25,フ78

区
ノ、

当初予算

( A )

千円

5,155

補正額

( B )

( A ')

千円

20,623

国民健康保険税

※特別調整交付金分

升

+(B)

8f 132,981

金

'25,フ78

保険給付費等交付金

8,107,203

額

40,595,舗4

(単位:千円)

※ 5,155

一般会計繰入金

40,601,009

4,159,435

2

20,623

4,180,058
合
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3 減免の基準

(1)減免の対象となる世帯

ア新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡

し、又は重篤な傷病を負った世帯全額

イ新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、主

たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収

入等」という。)の減少が見込まれ、次の(ア)から(ウ)ま.での全てに該当す

る世帯

【要件】

(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害

賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の

額の 10分の 3 以上であること。

(イ)世帯の主たる生・計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であるこ

と。

(ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所

得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

【減免額の算定】

対象保険税額(別表1の算式により算出した額)に、別表2の左欄に掲げる前

年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に掲げる減額又は免除の割合を乗じ

て得た額.(.(A X B/C) x d)

【減免額の計算式】

対象保険税額

(A X B/C)

【別表 1】

対象保険税額=Axe/C

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入

等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等

が2以上ある場合はその合計額)

被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属す

る全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

X 減額又は免除の割合

d

C

【別表 2 】

前年の合計所得金額

300万円以下であるとき

400万円以下であるとき

保険税減免額

550万円以下であるとき

750万円以下であるとき

※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、

対象保険税額の全部を免除する。

1000 万円以下である・とき

減額又は免除の割合(d)

10分の2

全部

10分の 8

10分の 6

10分の 4

3

A
B


